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新判決例研究 （第433回）

　本稿は、機能的・状態的表現を用いた発明特定事項の明確性要件が争点となった蚊類防除用エ
アゾール事件判決を検討するものである。本判決は、機能的・状態的表現を用いた発明特定事項
について、当該状態を裏付ける試験方法等の存在を重視した点に特徴があり、明確性要件の趣旨
との関係で検討の余地もあるが、機能的・状態的表現を用いた発明特定事項の明確性を巡る今後
の実務に一定の示唆・影響を与えるものといえる。本稿では、明確性要件の射程がどこまで及ぶ
のかという点について、明確性要件の本質とともに、サポート要件や実施可能要件との役割分担
を踏まえ、実質的に発明の効果や実施態様の検証可能性にまで踏み込むことその他の本判決の判
断について論じるものである。
　
第１　事案の概要

１　はじめに
　⑴　本件は、発明の名称を「蚊類防除用エアゾール、及び蚊類防除方法」とする特許（特許第

7026270号。以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有
する原告が、被告に対し、被告による別紙物件目録（略。なお、商品名及び販売名で特定さ
れた蚊類防除用エアゾールを記載した目録である。）記載１ないし９の製品（以下「被告製
品１」などといい、これらを「被告製品」と総称する。）の製造、譲渡、輸出及び譲渡の申
出が本件特許権を侵害するとして、特許法100条１項及び２項に基づき、被告製品の製造、
譲渡、輸出及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求めるとともに、民法709条に基づく損害
賠償金（特許法102条２項による算定）17億0215万5968円（対象期間は令和４年２月16日か
ら令和６年２月15日までである。）の一部である１億円及びこれに対する不法行為以後の日
である令和６年３月30日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害
金の支払を求める事案である。

　
　⑵　裁判所は、本件発明は、明確性要件を充足せず、本件発明に係る特許は特許無効審判によ
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り無効にされるべきものと認められるから、原告は、被告に対し、本件特許権の権利を行使
することができないと判断して、原告の請求をいずれも棄却したが、原告は本判決を不服と
して知的財産高等裁判所に控訴を提起した１。

　
　⑶　なお、本件訴訟提起前である令和４年８月24日に本件特許に対して新規性（公然実施、刊

行物公知）及び進歩性欠如を理由とする特許異議申立（特許異議申立人は個人である。）が
なされ、令和４年11月11日に本件特許を維持する旨の決定がなされている（異議2022－
700831）。
　また、特許情報プラットフォームで確認したところ、本稿作成時までに、本件特許につい
て無効審判や訂正審判は請求されていない。

 
【原告製造販売に係る製品（蚊がいなくなるスプレー）】２

１　事件番号は令和８年（ネ）第10008号であり、係属部は第４部である。




